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 「第１号被保険者（６５歳以上の方）の保険料」

所得段階 対　　象　　者 保険料（円）

第１段階
○生活保護受給者

○市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者
２８，２００

第２段階
市民税世

帯非課税

前年の合計所得金額＋

　　課税年金収入額８０万円以下
２８，２００

第３段階
前年の合計所得金額＋

　　課税年金収入額８０万円超
４２，３００

第４段階

市民税

世帯課税

市民税本人非課税 ５６，４００

第５段階
市民税本人課税で前年の合計所

得金額２００万円未満
７０，５００

第６段階
市民税本人課税で前年の合計所

得金額２００万円以上
８４，６００

　

介
護
保
険
制
度
は
、
国
・
県
・
市
の
負
担
金
と
、４０
歳
以
上
の
皆
さ
ん
に
納

め
て
い
た
だ
く
保
険
料
を
財
源
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
保
険
料
は
、

市
に
ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス
が
ど
の
く
ら
い
必
要
か
を
検
討
し
、
そ
れ
に
対
し

て
費
用
が
ど
の
く
ら
い
必
要
か
を
算
出
し
た
額
を
も
と
に
設
定
さ
れ
ま
す
。

介護保険料は所得に応じて６段階に分かれます

　第１号被保険者（６５歳以上の方）の保険料に対しては、平成１８年度か

ら所得が低い方の負担を軽くするように段階を細分化しました。

　税制改正による公的年金控除額の引き下げ及び老年者非課税措置の廃止などの影響により、介護保険料の

所得段階が上がる方がいます。このような方の保険料負担の急激な増加を緩和するため保険料率を段階的に

引き上げていきます。

　  介護保険の激変緩和措置対象者と保険料

※激変緩和措置は、平成１８・１９年度

　の各年度において措置対象者で

　あるか否かを判断しますので、平

　成１８年度において措置対象者で

　あっても、平成１９年度に措置対

　象者であるとは限りません。

【激変緩和措置対象者】
１．税制改正により、本人が市民税課税となる方

対　象　者 要　　　件
地方税法上の市民税に係
る経過措置対象者（右のす
べての要件を満たす方）

・前年の合計所得金額が１２５万円以下の方
・平成１７年１月１日において６５歳以上の方
  （昭和１５年１月２日以前に生まれた方）

２．税制改正により、世帯のどなたかが市民税課税となる方（本人は非課税）

対　象　者 要　　　件

（右のすべての要件を満た
す方）

・地方税上の市民税に係る経過措置対象者と同一
の世帯に属する方
・同一世帯に経過措置対象者以外の市民税課税対
象者がいない方
・平成１７年１月１日において６５歳以上の方

【激変緩和措置保険料】

所　得　段　階
年額保険料（円）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
第１段階 ２８，２００ ２８，２００ ２８，２００
第２段階 ２８，２００ ２８，２００ ２８，２００
第３段階 ４２，３００ ４２，３００ ４２，３００

第
４
段
階

第１段階からの激変緩和措置者 ３７，２００ ４６，８００ ５６，４００
第２段階からの激変緩和措置者 ３７，２００ ４６，８００ ５６，４００
第３段階からの激変緩和措置者 ４６，８００ ５１，３００ ５６，４００
激変緩和措置者以外 ５６，４００ ５６，４００ ５６，４００

第
５
段
階

第１段階からの激変緩和措置者 ４２，３００ ５６，４００ ７０，５００
第２段階からの激変緩和措置者 ４２，３００ ５６，４００ ７０，５００
第３段階からの激変緩和措置者 ５１，３００ ６０，９００ ７０，５００
第４段階からの激変緩和措置者 ６０，９００ ６５，４００ ７０，５００
激変緩和措置者以外 ７０，５００ ７０，５００ ７０，５００

第６段階 ８４，６００ ８４，６００ ８４，６００

※公的年金控除額の引き下げによ

　り所得金額とされる金額が増加

　し、老年者非課税措置の廃止によ

　り６５歳以上の方で合計所得金額

　１２５万円以下の場合の市民税非課

　税措置がなくなり、扶養がない場

　合でおおむね合計所得金額２８万

　円から課税となります。これらの

　影響により、収入状況に大きな変

　化がないにもかかわらず、非課税

　世帯から課税世帯へ移行するこ

　とがあります。市民税においても

　段階的な課税を行う経過措置が

　とられます。

６５
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

平
成
１８
〜
２０
年
度
の

介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

                                

長
寿
介
護
課
（
内
線
５
５
９
）
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【食　費】

負担限度額（日額） 第４段階
（基準費用額）第１段階 第２段階 第３段階

３００円 ３９０円 ６５０円 １，３８０円

【居住費】

種　類
負担限度額（日額） 第４段階

（基準費用額）第１段階 第２段階 第３段階

 多床室（相部屋） ０円 ３２０円 ３２０円 ３２０円

従来型
個　室

特　養　等 ３２０円 ４２０円 ８２０円 １，１５０円

老健・療養等 ４９０円 ４９０円 １，３１０円 １，６４０円

 ユニット型準個室 ４９０円 ４９０円 １，３１０円 １，６４０円

 ユニット型個室 ８２０円 ８２０円 １，６４０円 １，９７０円

【高額介護サービス費】

区　　分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

世　　帯 ２４，６００円 ２４，６００円 ３７，２００円

個　　人 １５，０００円 １５，０００円 ２４，６００円 ３７，２００円

　

６５
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
の
納
め
方
に
は
、

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）
と
普
通
徴
収

（
納
付
書
に
よ
る
窓
口
納
付
又
は
口
座
振
替
）が

あ
り
ま
す
。
７
月
中
旬
に
年
額
保
険
料
等
が
記

入
さ
れ
た
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

前
年
度
が
普
通
徴
収
で
あ
っ
た
方
で
、
今

年
度
特
別
徴
収
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
方

は
、１０
月
か
ら
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

今
年
度
か
ら
新
し
く
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
も

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
普

通
徴
収
と
特
別
徴
収
の
併
用
と
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

■
特
別
徴
収
の
場
合

○
老
齢（
退
職
）年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
が

年
額
１８
万
円
以
上
の
方

【
支
払
方
法
】

年
金
支
給
時
に
自
動
的
に
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

※
老
齢
福
祉
年
金
の
方
は
、普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

■
普
通
徴
収
の
場
合

○
老
齢（
退
職
）年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
が

年
額
１８
万
円
未
満
の
方

○
年
度
の
途
中
で
６５
歳
に
な
っ
た
方
や
、
伊
予

市
に
転
入
し
て
き
た
方

○
年
度
の
途
中
で
所
得
段
階
の
更
正
が
あ
っ
た

方○
年
金
の
受
給
開
始
が
遅
れ
た
方
な
ど

【
支
払
方
法
】

納
付
書
に
よ
る
窓
口
納
付
又
は
口
座
振
替（
申

込
者
の
み
）と
な
り
ま
す
。

　

利
用
料
に
つ
い
て
も
激
変
緩
和
措

置
を
と
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
の
は
食

費
・
居
住
費
の
減
額（
負
担
限
度
額
認
定
）

と
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
で
す
。

 「利用者負担段階」

段　階 対　　象　　者

第１段階
○生活保護受給者

○市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者

第２段階 市民税

世帯非課税

前年の合計所得金額＋課税年金収入額８０万円以下

第３段階 前年の合計所得金額＋課税年金収入額８０万円超

第４段階 市民税世帯課税

  

６５
歳
以
上
の
方
の

　

介
護
保
険
料
の

納
め
方

  

介
護
保
険

利
用
料
の

　

激
変
緩
和
措
置

　

税
制
改
正
に
よ
っ
て
左
表
の
利
用

者
負
担
段
階
が
第
１
段
階
・
第
２
段
階

（
税
制
改
正
が
な
か
っ
た
場
合
）か
ら
第

４
段
階（
非
課
税
世
帯
か
ら
課
税
世
帯
）

に
な
っ
た
場
合
、
第
１
段
階
は
第
２
段

階
、
第
２
段
階
は
第
３
段
階
と
し
て
認

定
し
ま
す
。こ
の
激
変
緩
和
措
置
は
、
平

成
１８
年
７
月
１
日
〜
平
成
２０
年
６
月
３０

日
の
期
間
に
利
用
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス

に
対
し
て
実
施
さ
れ
ま
す
。
平
成
２０

年
７
月
１
日
か
ら
は
、
第
４
段
階
の

負
担
と
な
り
ま
す
。


